
午後３時１９分 再開

○岡 田議 長 休 憩前 に 引き続 き会 議を 開き、 市政 一般に 対す る質

問を続行いたします。

でご ざい ます。 本日 は 、大き く３ 点に ついて 質問 してま いり たい

と思 いま す。本 日は 障 がい者 支援 の質 問をす ると いうこ とで 、障

がい 者ア ートで 有名 な ヘラル ボニ ーの スカー フを 身につ けて 臨ん

でお りま す。本 日、 最 後の登 壇と なり ますが 、ア ートに 力を 得て、

しっ かり と質問 して ま いりた いと 思い ますの で、 明快な 御答 弁を

よろしくお願いいたします。

そ れで は、１ つ目 、 指定管 理者 制度 におけ る住 民サー ビス の質

の担保について聞いてまいります。

指 定管 理者制 度が 始 まって ２０ 年が たちま す。 淀江ゆ め温 泉の

レジ オネ ラ菌の 問題 を はじめ とし た様 々な事 案を 通して 、制 度疲

労を 起こ し始め てい る のでは ない かと いうこ とを 感じて いま す。

まず 、住 民サー ビス の 質の確 保と いう 観点か ら、 指定管 理者 制度

にお ける 再々委 託の 問 題につ いて 伺い ます。 淀江 ゆめ温 泉の レジ

オネ ラ菌 問題に つい て は、６ 月定 例会 と９月 定例 会で質 問を させ

てい ただ きまし たが 、 その際 に十 分に ただし 切れ なかっ た点 につ

いて 改め て確認 した い と思い ます 。今 回、レ ジオ ネラ菌 の繁 殖場

所と なっ た配管 の清 掃 業務に つい ては 、指定 管理 者から 清掃 業者

へ直 接委 託され たの で はなく 、再 々委 託の状 態に なって いた にも

かか わら ず、市 はそ の ことを 把握 して いなか った という こと が質



問で明らかになりました。

１ 点目 に伺い ます 。 現在の 基本 協定 上、再 々委 託の禁 止ま たは

届出 承認 義務は どの よ うに規 定さ れて います でし ょうか 。そ の上

で、 今回 のケー スは 基 本協定 違反 に当 たるの かど うか、 市と して

どのように認識しているのか見解を伺います。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 再 々委託 の禁 止ま たは届 出に 関する 規定 につ

いて のお 尋ねで ござ い ます。 淀江 ゆめ 温泉の 指定 管理に 関す る基

本協 定に おいて 、再 委 託に関 しま して は、指 定管 理者は 管理 業務

の処 理を 第三者 に請 け 負わせ 、ま たは 委託し ては ならな い。 ただ

し、 あら かじめ 米子 市 の承認 を受 けた 一部の 業務 につい ては 、こ

の限りではないと規定しております。

今 回の ケース が基 本 協定違 反に 当た るかに つき まして は、 再委

託す る業 務のう ち、 よ り専門 性が 必要 な業務 の一 部をさ らに 委託

する こと につい ては 、 再委託 の規 定が 適用さ れる もので あり 、市

の管 理下 におい て再 々 委託す るこ とは 認めら れて いるも のと 考え

てお りま す。今 回の ケ ースに つき まし ては、 指定 管理者 から 毎年

提出 され る事業 計画 書 におい て、 浴場 設備の 清掃 業務に つい ては

再委 託す る旨が 記載 さ れてお り、 基本 協定の 違反 には当 たら ない

が、 再々 委託先 の把 握 につい ては 、私 どもと しま しても 不十 分だ

った ため 、事業 計画 書 の記載 方法 を改 めるこ とを 事業者 と確 認し

たところでございます。以上です。

○岡田議長

御 答弁 で 、より 専門 性が 必要な 業務 の一部 をさ らに

委託 する ときに はと い うよう なこ とで したが 、そ もそも 専門 性を



持た ない ことが 分か っ ている 事業 者を わざわ ざ間 に挟ん で再 々委

託する必要性というのはどこにありますでしょうか。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 今 回、当 該の 事案 につき まし ては、 淀江 ゆめ

温泉 の配 管清掃 業務 の 件と解 しま す。 このよ り専 門性が 必要 な高

圧洗 浄、 こちら 薬剤 消 毒を行 って いる もので あり ますが 、配 管等

の機 械設 備を保 守管 理 してい る業 者と の連携 も必 要なこ とか ら、

再々 委託 するこ とを 妨 げるも ので はな いと考 えて おりま す。 ただ

一方 、再 発防止 のた め には、 専門 的な 知識や 経験 を有す る事 業者

から の助 言が必 要で あ ること を再 認識 したと ころ でもご ざい ます

ので 、引 き続き 指定 管 理者と とも に関 係機関 との 連携強 化や 情報

収集に努める必要があると、そのような認識をしております。

○岡田議長

連携が必要ということで理解をいたしました。

で は、 ２点目 に、 再 々委託 とレ ジオ ネラ対 策と の関係 につ いて

伺い ます 。私は ９月 定 例会で 、指 定管 理者か ら直 接委託 され てい

ない 構造 がレジ オネ ラ 対策の 不十 分さ につな がっ た可能 性と いう

もの を指 摘しま した 。 実際に 配管 清掃 におい て、 指定管 理者 と実

際の 清掃 業者と の間 の 情報共 有、 指示 、確認 の在 り方に 問題 がな

かっ たの か、再 々委 託 の構造 が衛 生管 理、点 検の 責任の 所在 を曖

昧に して いなか った か 、この 点に つい て市と して どのよ うに 検証

されているのか、現時点での評価、認識を伺います。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 御 指摘の 配管 清掃 につき まし ては、 機械 設備

の保 守管 理を再 委託 し てる業 者を 通じ まして 再々 委託し てる もの



では ござ います が、 指 定管理 者か らは 、清掃 時に は職員 が必 ず同

席し 、作 業状況 や結 果 につい ての 確認 を行っ てい ると伺 って おり、

特段の問題がないものと認識しております。

ま た、 作業の 現場 に おいて 、清 掃業 者と指 定管 理者双 方で の状

況確 認を 行って おり 、 適切な 業務 が遂 行され てい るもの と認 識し

ております。以上です。

○岡田議長

私 はも と もと、 再々 委託 業者さ んが 手抜き の作 業を

した とい うこと は思 っ ており ませ ん。 ただ、 間接 的な委 託と いう

こと であ れば、 言わ れ た業務 だけ をや るとい うの は当た り前 のこ

とで 、そ の業者 さん が 本来持 って おら れるノ ウハ ウとい うも のが

十分 に生 かし切 れて な かった ので はな いかと いう ことを 言っ てい

るわ けで す。先 ほど も 民間の ノウ ハウ という よう なやり 取り があ

りま した が、要 する に 、再々 委託 とい うこと では なく、 直接 委託

する とい うこと で、 質 の向上 を図 って はいか がか という 提案 であ

りました。

ま た、 事業計 画書 の 記載方 法を 改め るとい う取 決めを され たと

いう 御答 弁があ りま し た。委 託状 況を 市が把 握す るため の第 一歩

であ ると 考えま すが 、 そうい った 取決 めは市 全体 に適用 して いく

ものと思います。

そ こで 、３点 目に 、 今後の 協定 の見 直しの 方向 性につ いて 伺い

ます 。住 民サー ビス の 質と安 全性 を確 保する 観点 からは 、再 々委

託そ のも のを禁 止す る 、やむ を得 ず行 う場合 でも 、市へ の事 前報

告、 承認 を協定 に明 記 すると いっ た対 応が必 要で はない かと 考え

ます 。再 々委託 の禁 止 、また は報 告義 務の徹 底を 基本協 定に 明文



化す る考 えはあ るの か 。ない ので あれ ば、ど のよ うな仕 組み で、

委託 、再 委託の 連鎖 が あって も、 サー ビスの 品質 、安全 性を 担保

するつもりなのか、具体的な方策を伺います。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 指 定 管理に おけ る基 本協定 でご ざいま すが 、指

定管 理者 の再委 託に つ きまし ては 、施 設の安 全管 理の徹 底を 目的

とし 、協 定書に 明記 さ れてい る管 理業 務の範 囲を 逸脱し ない こと

や、 市と の協議 が必 要 な事項 を規 定を してお りま す。施 設管 理に

おい て専 門性を 必要 と する業 務の 一部 をさら に委 託する など の場

合も 想定 されま すが 、 再々委 託の 禁止 や事前 報告 の承認 は基 本協

定に 明文 化して いな い ものの 、指 定管 理者が その 旨を市 に報 告す

ることは当然のことだと考えております。

業 務の 多層的 な委 託 構造に より 、市 の管理 監督 の目が 行き 届か

なく なる ことは あっ て はなら ない こと でござ いま して、 指定 管理

制度 の事 務の手 引、 こ れを定 めて おり ますが 、こ の事務 の手 引に

定め る既 存のチ ェッ ク 体制の 仕組 みを 厳格に 運用 し、施 設所 管課

にお いて 再々委 託を 含 めた管 理体 制の 把握を 徹底 するこ とに より、

サービスの品質、安全性を担保していく考えでございます。

○岡田議長

再 々委 託 の状態 を解 消す る方向 性で ないと いう こと

は確認ができました。

で は、 市が把 握し て いれば 、再 々々 委託も 再々 々々委 託も 可能

ということでしょうか。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 再 々 々委託 とい うよ うなお 言葉 をいた だい てお



りま すけ れど、 まず 、 管理に 係る 基本 協定の 目的 でござ いま すが、

施設 の適 正管理 をす る ことが 目的 でご ざいま して 、先ほ ど申 し上

げま した ように 、業 務 の多層 的な 委託 構造に より 市の管 理監 督の

目が 行き 届かな いよ う なこと がな いよ うに、 市が 管理体 制の 把握

を徹 底す ること が重 要 である と考 えて おりま す。 再委託 の連 鎖が

どこ まで 可能か とい う 段階の お話 では なくて 、専 門性の 高い 業務、

先ほ どと 重なり ます け れど、 再委 託す る可能 性も 想定は され ます

が、 個々 の施設 の状 況 におい て、 まず は施設 管理 者が管 理体 制の

把握 を徹 底する こと 、 これが 重要 だと 考えて おり ます。 以上 です。

○岡田議長

そ の前 の 答弁で 明文 化は してい ない ものの 、指 定管

理者 がそ の旨を 市に 報 告する こと は当 然のこ とで あると の御 答弁

でし たが 、その 当然 の ことが 淀江 ゆめ 温泉で は行 われて おら ず、

淀江 振興 課では 事業 計 画書の 記載 方法 の変更 を事 業者と 確認 をし

てお られ るわけ です が 、それ をほ かの 施設に も徹 底する 考え はな

いでしょうか。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 施 設 の管理 体制 は、 先ほど 申し ました よう に、

指定 管理 者から 市に 当 然報告 され るも のと承 知を してお りま す。

当然 のこ とでご ざい ま して、 改め て周 知を図 ると いう考 えは 持っ

ておりません。以上です。

○岡田議長

で は、 そ の当然 のこ とを 今後は 徹底 をされ ると いう

ことですね。

な ぜシ ンプル に再 委 託のみ にす る、 再々委 託を 禁ずる 、直 接委



託し ても らうと いう こ とにな らな いの かとい うの は本当 に疑 問で

す。 なぜ なら、 こう い う姿勢 は、 中抜 き容認 と取 られて もお かし

くな いと いうふ うに 思 います 。多 層な 委託構 造に おける お金 の流

れまで把握できるというふうにお考えでしょうか。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 お 金 の流れ とい いま すより 、管 理の把 握と いう

点で 考え ており ます 。 ですの で、 先ほ どの御 答弁 と重な りま すけ

れど 、施 設管理 にお き まして 、必 要に 応じて 一部 のさら なる 委託、

再委 託を するこ とは 想 定され るも ので はある とは 思いま すが 、指

定管 理者 がその 旨を 施 設の設 置者 であ る市に 報告 するの は当 然の

こと でご ざいま す。 協 定書等 で再 々委 託など まで 定める 考え は持

って おり ません で、 あ くまで 管理 の中 で実施 すべ きもの と承 知を

しております。以上です。

○岡田議長

な かな か かみ合 わな いわ けです が、 その市 が管 理が

でき ると いうふ うに 考 えてい るこ とと 、例え ば孫 請で請 け負 った

業者 さん の側か ら見 ま すと、 孫請 なん だから 、言 われた こと だけ

やっ てい ればい い、 先 ほど申 し上 げま したけ ど、 それ以 上の こと

はや らな くてい いと い うこと にな ると 、質が 下が るので はな いか

とい うこ とを先 ほど か ら申し 上げ てい るわけ であ ります 。徹 底を

する 、き ちんと チェ ッ クをす ると いう 御答弁 があ ります が、 リス

クマ ネジ メント にお き まして は、 きち んとす ると か徹底 する とい

うの は、 それは 対策 を 取った こと には ならな いと いうふ うに 思い

ます 。職 員さん の手 間 が増え るだ けと も思い ます 。記憶 に新 しい

です が、 尼崎市 の事 例 などで は、 指定 管理で はな かった とは いえ、



再委 託、 再委託 の状 況 が続い て、 ＵＳ Ｂメモ リー の紛失 とい うよ

うな こと にもつ なが り ました ので 、な かなか 管理 を仕切 ると いう

こと は難 しいの かな と 思いま すの で、 その辺 りは 仕組み でも って

して 、そ ういっ たこ と が起こ らな いと いうこ とを 定める べき では

ないかという御提案です。

次 に、 淀江ゆ め温 泉 を含む 非公 募に よる指 定管 理者の 再指 定の

在り 方に ついて 伺い ま す。淀 江ゆ め温 泉につ いて は、こ れま での

指定 管理 者が非 公募 で 指定さ れて おり 、来年 度か らの５ 年間 につ

いて も同 じ事業 者を 同 様に非 公募 で再 指定す る方 針と伺 って おり

ます 。し かし、 今回 、 人身被 害を 伴う レジオ ネラ 菌の事 故を 起こ

した 事業 者を競 争の な い非公 募で 再度 指定す ると いうの は、 市民

感情 や住 民サー ビス の 質の観 点か ら到 底納得 し難 い部分 があ りま

す。

そ こで 伺いま す。 人 身被害 を生 じさ せた事 業者 を非公 募の まま

再指 定す ること につ い て、ど のよ うな 妥当性 があ ると考 えて おら

れる のか 。事故 の原 因 分析、 再発 防止 策の実 効性 、住民 の信 頼回

復、 これ らを踏 まえ た 上で、 なお 非公 募で再 指定 する理 由と リス

ク評価について説明を求めます。

○岡田議長 山浦淀江支所長。

○山 浦淀 江支所 長 こ のたび のレ ジオ ネラ菌 検出 に伴う 体調 不良

者と 淀江 ゆめ温 泉と の 直接的 な因 果関 係は確 認で きない 状況 では

ござ いま すが、 今回 の 事案を 真摯 に受 け止め 、利 用者の 安全 を最

優先に考えた再発防止策に取り組んでいるところでございます。

リ スク 評価等 につ き まして は、 現時 点では 指定 管理の 再指 定が

確定 して ない状 況で ご ざいま すが 、選 定候補 者と する理 由と しま



して は、 淀江ゆ め温 泉 の泉源 を所 有し ている こと が大き な要 因で

ございます。

レ ジオ ネラ菌 が検 出 された 原因 は、 指定管 理者 による 施設 の管

理上 の瑕 疵によ るも の ではご ざい ます が、今 回の 事案を 真摯 に受

け止 め、 衛生管 理マ ニ ュアル の抜 本的 な改定 や衛 生管理 研修 の実

施に より 、全社 員に よ る衛生 管理 に対 する意 識の 向上を 図る など、

再発防止策に取り組んでいるところでございます。

ま た、 リスク 対策 を 強化す るた め、 常時、 温泉 水及び 地下 水の

塩素 消毒 を行っ てお り 、県に よる 塩素 濃度の 確認 や助言 も適 宜受

けな がら 、信頼 回復 に 努めて いる とこ ろでご ざい ます。 以上 です。

○岡田議長

再 発防 止 のため に真 摯に 取り組 んで いただ いて いる

とい うこ とは、 淀江 ゆ め温泉 の現 地調 査でも 確認 をして いる とこ

ろで す。 鳥取県 も対 策 に乗り 出し てい ただい てお り、淀 江の 事象

に限 って 言えば 、再 発 のリス クは 大き く下が って いるよ うに 思い

ます 。た だ、先 ほど も 民営化 とい うよ うなお 話も ありま した ので、

非公 募で の選定 に当 た りまし ては 、松 江市な どの 例を見 ます と、

そう いっ た施設 の方 針 が定ま らな い、 変える 予定 がある とい う場

合は 、指 定を１ 年に す るとか 、非 公募 は４年 にす るとか とい うふ

うな 柔軟 な対応 、柔 軟 な対応 とい うか 、そう いう ふうに 決め てお

られ ます ので、 そう い ったこ とも 考慮 してい く必 要があ るか なと

思っています。

非 公募 の状態 が長 く 続いて いる こと による リス クとい うの は、

どう いっ た場面 で起 き てくる かは 不明 です。 温暖 化や少 子高 齢化

など 外的 要因の 変化 も 大きい ので 、こ れまで どお りにや るこ とそ



のも のが リスク にな り かねま せん 。今 議会の 議案 となっ てい るも

のの うち 、半数 が非 公 募とな って いま す。コ スト ダウン だけ でな

く、 住民 サービ スの 質 を担保 し、 常に よりよ い運 営を目 指す とい

う観 点か ら、こ れだ け 多くの 施設 が非 公募と なっ ている 現状 をど

のよ うに 評価し てい る のか。 また 、今 後、公 募を 原則と しつ つ、

真に 非公 募が妥 当と 言 える例 外を 限定 してい くと いった 方向 性を

検討する考えはないか伺います。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 現 在 も指定 管理 者は 公募が 原則 でござ いま す。

その 上で 、指定 管理 制 度は、 公の 施設 の目的 を効 果的に 達成 する

ため 、条 例の定 める と ころに より 指定 管理者 に管 理を行 わせ るも

ので ござ います 。米 子 市公の 施設 の指 定管理 者の 指定の 手続 等を

定め る条 例、い わゆ る 手続条 例に おき まして は、 申し上 げま した

よう に、 公募を 原則 と しつつ 、市 の施 設の設 置の 目的を 効果 的に

達成 する ために は、 当 該市の 施設 の管 理を特 定の 法人等 に行 わせ

る必 要が あると 認め る ときに は、 公募 によら ない で当該 特定 の法

人を 当該 市の施 設の 指 定管理 者の 候補 者とし て選 定する こと がで

きる とし ており ます 。 この方 針の 下に 、指定 管理 者を公 募ま たは

非公 募と してい ると こ ろでご ざい まし て、引 き続 き公募 を原 則と

しつ つ、 公の施 設の 所 管課に おき まし て施設 の特 性など を勘 案し、

個別 の案 件に応 じて 判 断を行 うこ とが 、結果 とし て住民 サー ビス

の質 の担 保につ なが る ものと 考え てお ります ので 、現時 点に おき

まし て、 一律に 例外 を 限定し てい くよ うな考 えは 持って おり ませ

ん。以上です。

○岡田議長



非 公募 に するこ とで 、む しろ住 民サ ービス を担 保で

きる ケー スがあ ると い うこと は理 解を します が、 それは 何か ケー

スを 限定 しない とい う ことに なる と、 恣意的 な判 断とい うこ とも

考え られ ますし 、全 く 別の視 点や ノウ ハウを 生か すとい う点 や、

本来 の目 的であ る価 格 の競争 とい うこ とがす っぽ り抜け 落ち てし

まう ので はない かと 危 惧をし てお りま す。固 定観 念を取 り払 って

の判断を求めます。

次 に、 質を担 保す る ための 評価 の在 り方に つい て伺い ます 。競

争原 理が 働かな いの で あれば 、適 切な 評価が 重要 となり ます 。現

在、 米子 市では 、非 公 募の場 合の 評価 方法と して 、現行 の指 定管

理者 を基 準とし た相 対 評価方 式を 採用 してい ます 。しか し、 この

方式 では 、住民 サー ビ スの質 が多 少よ くなっ ても 悪くな って も、

現状 と同 程度な どの 評 価にと どま り、 事業者 の努 力や改 善の 成果

が評 価に 反映さ れに く い。逆 にサ ービ スが低 下し ても、 相対 的に

は大きなマイナスが見えにくいといった問題があります。

そ こで 伺いま す。 現 行の相 対評 価方 式は、 事業 者のサ ービ ス向

上へ のイ ンセン ティ ブ をそぐ 可能 性が あると 考え ますが 、市 はど

のように認識しておられますでしょうか。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 非 公 募だけ でな く、 公募も 相対 評価で ござ いま

す。

ま ず、 非公募 とす る 施設に つき まし ては、 専門 性の高 さや 人材

確保 能力 、地域 にお け る代替 不可 能性 などの 理由 から非 公募 とし

てる もの と承知 をし て おりま す。 この 非公募 とし たもの につ きま

して は、 更新年 度の 前 年の５ 月に 各常 任委員 会で 御報告 もし てい



るところでございます。

指 定管 理者の 選定 の 評価に おき まし ては、 現行 の管理 団体 の管

理水 準を 評定項 目の 普 通に置 いて 、応 募団体 の管 理水準 を評 価す

ると いう やり方 です け れど、 非公 募に おきま して は、更 新時 ごと

に施 設管 理課と その 団 体にお きま して 事業計 画書 等の策 定の 協議

を行 いま す。そ の策 定 協議の 際に 、市 民サー ビス の維持 向上 に向

けた 協議 を行い 、そ の 結果は 、法 人が 後に市 に提 出する 事業 計画

書に 反映 されて いる と ころで ござ いま す。こ の前 提の下 、市 が求

める 施設 運営及 び管 理 基準を 満た して いる場 合を 相対的 に普 通と

評価 して いるも ので ご ざいま して 、相 対評価 方式 が事業 者の サー

ビス 向上 へのイ ンセ ン ティブ をそ ぐと の御意 見は 当たら ない もの

と考えております。以上です。

○岡田議長

イ ンセ ン ティブ をそ いで ないか どう かとい うの は、

事業 者さ んに聞 かな け れば分 から ない のかな とは 思いま す。 住民

サー ビス の質を 本当 に 向上さ せて いく ために は、 事前に 達成 すべ

き水 準や 指標を 明示 し た上で の絶 対評 価、住 民満 足度調 査や 第三

者評 価の 活用、 事故 、 苦情、 トラ ブル 件数の 評価 反映な どを 組み

合わ せて いく必 要が あ ると考 えま す。 こうし た点 を踏ま え、 評価

方法 の見 直しを 行う 考 えはあ るの か。 あると すれ ば、そ の方 向性

を、ないとすれば、その理由を伺います。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 評 価 方法で ござ いま すが、 まず 、市民 サー ビス

の維 持向 上の観 点か ら 、現行 の管 理水 準との 比較 であり ます 相対

評価 を原 則とし つつ 、 一部、 具体 的に は経費 節減 効果の 市の 試算



に対 する 割合、 経費 軽 減率と でも 申し ましょ うか 、これ につ いて

は、 絶対 評価を 一部 採 用して おり ます 。現時 点に おいて は、 現在

の評価方法を継続していく考えでございます。

な お、 住民サ ービ ス の質向 上に 向け まして 、住 民満足 度調 査に

つき まし て、こ ちら は 重要で ある と考 えてお りま す。令 和６ 年度

から は、 各施設 内に Ｑ Ｒコー ドを 設置 しまし て、 利用者 アン ケー

トを 導入 もして おり ま して、 引き 続き 適切な 施設 運営に 努め てま

いる考えでございます。以上です。

○岡田議長

住 民満 足 度を評 価す ると いう方 向性 はとて もい いと

思い ます 。公文 書公 開 請求に より 、幾 つかの 指定 管理者 の自 己評

価な ど、 モニタ リン グ の状況 を確 認さ せてい ただ きまし たが 、利

用者 アン ケート の結 果 報告や 苦情 処理 の報告 など に施設 によ って

大き く差 があり まし た 。ある 施設 に至 っては 、私 自身が 利用 者と

して 苦情 を申し 上げ た ことが 報告 され ていな かっ たりと 、市 の要

求を 満た してい ると は いって も、 住民 の満足 度と いう点 では 評価

し切 れて いない と感 じ ていま した 。利 用者ア ンケ ートの 結果 に数

値目 標を 設定す るな ど 、実効 性の ある ものに する ことを 要望 いた

します。

④ 番の ガイド ライ ン の策定 につ いて ですが 、指 定管理 に関 する

取決 めが 条例、 手引 、 内規な ど、 ばら ばらに なっ ている よう に感

じま した ので、 ガイ ド ライン の策 定を 求めて 質問 する予 定で した

が、 事前 のやり 取り の 中で、 既に 本年 ３月に この 指定管 理者 制度

事務 の手 引とい うも の に一本 化さ れて 、改善 がな されて いる とい

うこ とな ので、 この 項 目の質 問は 割愛 をさせ てい ただき たい と思



います。

こ の手 引なん です が 、こう いう もの があっ たら いいな と思 って

いた もの にかな り近 い 形で整 理し てい ただい てい ます。 ただ 、選

定に おけ る追加 項目 と いうの がこ こに 記され てい るわけ なん です

が、 これ までの 閉会 中 委員会 など で、 このこ とに 関して 説明 があ

って もよ かった ので は ないか と思 いま す。こ の評 価の基 準の 変化

とい うも のを、 私た ち 、何も 知ら ずに 今回議 決を しない とい けな

いと いう ような こと で は困る なと 思い ました ので 、この 説明 がな

かっ たこ とにつ いて 、 よろし けれ ばコ メント をお 願いで きま すで

しょうか。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 ま ず 、市が 作っ てお ります 事務 の手引 でご ざい

ます けれ ど、こ れは 施 設所管 課に おき まして 、指 定管理 の選 定事

務を 適正 に行う ため の 事務に 必要 な手 引とい う位 置づけ でご ざい

ます 。こ のこと から 作 成はし てお りま して、 内部 でその 内容 につ

いて 施設 所管課 に対 し て説明 会も 行っ ており ます けれど 、広 く公

表し てい るもの では ご ざいま せん 。そ して、 手引 の、今 回、 令和

７年 ３月 に変更 して お ります が、 変更 の内容 につ きまし て、 議会

の御 報告 、手引 自体 の 、事務 手引 です ので、 こち らの御 報告 はし

てお りま せんけ れど 、 各常任 委員 会で は、適 用方 針、あ るい はホ

ーム ペー ジなど では 、 選定委 員会 にお きます 答申 の内容 です とか

選定 基準 、また その 結 果につ きま して も、ホ ーム ページ 、併 せて

市議 会の ほうに は御 報 告をし てい ると ころで ござ います 。以 上で

す。

○岡田議長



こ の中 に 、地元 事業 者へ の評価 とい うこと で、 評価

項目 に加 点を行 いま す と書い てあ るん ですが 、こ れが何 か委 員会

で出 され た資料 で唐 突 にこの 加点 がさ れてい るよ うなふ うに 思っ

たの で質 問をし たわ け ですが 、こ うい ったこ とも 戸惑わ ない よう

な説明があってもよかったのかなと思います。

御 答弁 ありま した よ うに、 これ は事 務の手 引と いうこ とで 、内

向き な内 容なん です が 、でも 、市 の考 え方と いう ものが しっ かり

と書 かれ ていま すし 、 非常に よく まと められ てい るもの だな と思

って いま すので 、こ れ を市民 と共 有で きるも のに 発展し てい かれ

るということを期待しておきたいと思います。

で は、 次の２ 番目 、 市内事 業所 にお ける虐 待認 定につ いて に移

ります。

１ 番目 に、虐 待認 定 に至っ た経 緯と 本市の 対応 につい て伺 いま

す。 市内 の障が い者 支 援事業 所に おい て、利 用者 に対す る虐 待が

あっ たと 米子市 が認 定 したこ とが 報道 されて いま す。虐 待認 定に

至っ た経 緯、相 談、 通 報から 認定 まで のプロ セス 、そし て、 これ

まで の市 として の対 応 状況に つい て、 個人情 報に は配慮 した 上で、

可能な範囲で説明を求めます。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 このた びの 経緯 、その 後の 市の対 応に つい

てで ござ います 。施 設 従事者 等に よる 虐待が 疑わ れる事 案が あっ

た旨 の通 報を受 けま し て、当 事者 や関 係者か ら聞 き取り など の事

実確 認を 行い、 心理 的 な虐待 とし て認 められ たた め、県 へ報 告し

たも ので ござい ます 。 その後 、県 や関 係機関 と連 携をい たし まし

て、 虐待 を受け た方 や 御家族 への 継続 的なフ ォロ ーアッ プを 行う



とと もに 、事業 所職 員 に対す る虐 待防 止研修 など を行う など 、よ

りよ い支 援の実 施に 向 けた対 応を 行っ ている とこ ろでご ざい ます。

な お、 これら の本 市 の対応 につ きま しては 、本 市の対 応マ ニュ

アルに従って対応したところでございます。

○岡田議長

本 市に お いては 、虐 待認 定で終 わる ことな く、 利用

者の 方へ のより よい 支 援に向 けて 、市 も加わ った 専門家 チー ムで

検討していただいているということで、感謝をしております。

市 が認 定した こと に ついて 、市 民へ の情報 提供 はどの よう に行

ったのか伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 市民の 皆様 への 情報提 供で ござい ます が、

今回 の事 案に限 らず 、 本市か らは 市民 に向け た情 報提供 は行 って

おり ませ んが、 県が 法 に基づ きま して 、毎年 度、 虐待事 象の 状況

を報告しているところでございます。

○岡田議長

市 とし て 、市民 に対 して 情報提 供す る考え はあ りま

せんか。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 今回の 事案 にお きまし ては 、本市 とし ては、

県と 連携 をいた しま し て、法 に基 づい て適切 に対 応した もの でご

ざい ます ので、 公表 し ないこ とに 問題 はない もの と考え てお りま

す。 ほか の事案 にお き まして は、 個人 情報で すと か利用 者へ の影

響な どを 配慮し た上 で 、公表 すべ き事 案につ きま しては 、個 別に

判断していく考えでございます。



○岡田議長

逆 に捉 え ますと 、個 別の 判断で 公表 を控え るこ とも

でき ます ので、 恣意 的 に運用 され る余 地があ るな という ふう に思

いま す。 市民が 事業 所 を選ぶ 場合 にも 、こう いっ たこと は必 要な

情報 です ので、 公開 を 前提と する とい うこと を要 望して おき ます。

次 に、 人権尊 重都 市 米子市 にお ける 事業者 の責 務につ いて 伺い

ます 。人 権尊重 都市 米 子市の 実現 に向 け、今 議会 に人権 尊重 のま

ち米 子市 をつく る条 例 の制定 が議 案と して上 程さ れてい ます 。ネ

ット 空間 での誹 謗中 傷 なども あり 、人 権侵害 とい うもの が特 定の

属性 の人 だけに 起こ る もので はな くな ってき てい ます。 これ まで

差別 事案 に偏っ てい た 人権政 策が 、誰 にでも 起こ り得る 、ま たは

起こ って いる問 題と し て認識 され る第 一歩に なる ことを 期待 して

いるところです。

そ こで 、官民 連携 や 公共調 達の 場面 におけ る事 業者の 責務 につ

いて 伺い ます。 県所 管 事業で 利用 者へ の虐待 が認 定され た事 業所

が市 の補 助金事 業も 請 け負っ てい ると いう事 実を どのよ うに 受け

止めておられますでしょうか。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 このた び虐 待事 象とし て認 められ る事 象が

発生 いた しまし たこ と は、大 変遺 憾で ござい まし て、再 びこ のよ

うな こと が起き ては な らない と考 えて おりま す。 県から 発出 され

た勧 告内 容や指 摘事 項 に対す る改 善策 として 、事 業所が 行っ た虐

待防 止研 修の講 師を 本 市職員 が担 うな ど、市 とし ても改 善に 向け

た取組に対して支援を行ったところでございます。

当 該法 人は市 の補 助 事業を 担っ てい ること から 、改善 状況 を継



続的 に確 認をし ます と ともに 、補 助事 業が適 切に 運営さ れる よう、

助言や指導を行っていく考えでございます。

○岡田議長

継 続的 に 伴走支 援を して いただ いて いるこ とは 承知

をし てお ります が、 そ ういっ た助 言、 指導に もか かわら ず、 改善

しない場合は、どのように対処されますか。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 このた びの こと に関し まし ては、 事業 所か

ら県 に対 して勧 告等 に 係る改 善報 告が 提出さ れる と聞い てお りま

す。 本市 として は、 そ の改善 状況 を確 認して いく ことと した いと

考えております。

○岡田議長

ま だ虐 待 認定さ れた 行為 が継続 して いると いう よう

なこ とも 仄聞を して お ります ので 、し っかり 確認 をして いた だき

たいと思います。

指 定管 理、委 託、 補 助金、 入札 など 、あら ゆる 官民連 携や 公共

調達 にお いて、 契約 書 や協定 書の 中に 人権尊 重に 関する 条項 を明

記し 、そ の遵守 状況 の 報告義 務や 違反 時の是 正措 置、契 約解 除な

どの 規定 を設け るこ と は、人 権侵 害の 未然防 止、 再発防 止の 観点

から 極め て重要 と考 え ます。 今回 のケ ースの よう に、事 業所 の管

理者 が人 権侵害 の当 事 者であ る場 合は 、特に 必要 なこと と考 えま

す。 その ため、 契約 上 に人権 尊重 条項 を必ず 盛り 込み、 その 遵守

を促すことについてどのような所見をお持ちか伺います。

○岡田議長 松本人権政策監。

○松 本人 権政策 監 契 約上に 人権 尊重 条項を 必ず 盛り込 み、 その



遵守 を促 すこと につ い てでご ざい ます が、公 共調 達に際 し、 契約

等に 人権 尊重条 項を 盛 り込む こと につ きまし て、 国、省 庁で 推奨

する 動向 がある こと は 承知し てお りま す。一 方で 、人権 侵害 行為

の特 定な ど、様 々な 実 務上の 課題 もあ り、鳥 取県 を含め 、近 隣自

治体 での 導入例 はな い のが現 状で ござ います 。慎 重な対 応が 求め

られるテーマであると考えておるところでございます。

本 市と いたし まし て は、事 業者 が人 権尊重 の視 点に立 って 事業

を行 うよ う努め るこ と は事業 者の 責務 である と考 えてお り、 今議

会に 提案 中の人 権尊 重 のまち 米子 市を つくる 条例 案にも その 旨の

規定 を位 置づけ てい る ところ でご ざい ます。 議案 を御承 認い ただ

きま した ら、こ の規 定 に沿っ て、 人権 侵害の 未然 防止、 再発 防止

のた め、 様々な 施策 を 通じ、 事業 者の 人権意 識を 高め、 人権 尊重

社会の実現を図っていく決意でございます。以上です。

○岡田議長

事 業者 の 責務も 書か れる という こと で、期 待を して

おり ます 。御紹 介の あ ったと おり 、国 は２０ ２０ 年１０ 月、 国連

ビジ ネス と人権 に関 す る指導 原則 等も 踏まえ 、ビ ジネス と人 権に

関す る行 動計画 を策 定 し、２ ０２ ２年 ９月１ ３日 、責任 ある サプ

ライ チェ ーン等 にお け る人権 尊重 のた めのガ イド ライン が決 定を

され てい ます。 企業 に 対して 自社 や取 引先な どに おいて 人権 を重

視し た取 組を求 める も のです が、 こう いった 義務 を浸透 させ るに

当た って 、官民 連携 で 事業を 実施 する 自治体 の役 割は大 きい と考

えま す。 ビジネ スと 人 権は、 単な る社 会貢献 では なく、 人手 不足

が深 刻な 地方都 市に と って、 人材 から 選ばれ る地 方にな るた めの

必須 条件 でもあ りま す 。本市 では かつ て、子 ども 施設で も経 営者



によ る職 員や子 ども へ の人権 侵害 行為 があり 、閉 園に追 い込 まれ

ると いう 事案が 起こ っ ていま す。 保育 や療育 につ いて専 門知 識を

持た ない 者でも 事業 を 実施す るこ とが できる 仕組 みの中 では 、人

権侵 害行 為も保 育や 療 育の範 疇で ある という 強い 思いの 下、 サー

ビス 提供 が行わ れる 可 能性を 内包 する ことに なり ます。 本件 を個

別事 象と 捉える こと な く、市 と官 民連 携する 事業 所はも ちろ ん、

本市 自身 も先導 役と な るよう 、取 組を より一 層進 めてい ただ きま

すよう求めておきます。

次に、３番、物価高騰対策について伺います。

１ 番、 おこめ 券配 付 の総括 につ いて です。 食料 品をは じめ とす

る生 活必 需品の 価格 上 昇を受 け、 国は 物価高 騰対 応重点 支援 地方

創生 臨時 交付金 に２ 兆 円の追 加を 閣議 決定し 、全 国の自 治体 に交

付す る方 針を固 めた と ころで す。 中で も、特 別枠 4,０ ０ ０ 億 円 を

使 っ た お こ め 券 の 配 付 が 話題 とな って います が、 本市で は、 令和

４年 度に 同事業 を先 行 実施し てい ます 。決算 審議 の答弁 も踏 まえ、

予算 承認 から市 民へ の 配付ま での 一連 のプロ セス を含め て、 改め

て総括を伺います。

○岡田議長 若林経済部長。

○若 林経 済部長 令 和 ４年度 に実 施し ました おこ め券配 付事 業に

つい てお 答えい たし ま す。ま ず、 予算 承認か ら配 付まで の流 れで

ござ いま すが、 おこ め 券配付 事業 につ きまし ては 、総事 業費 は３

億 8,９ ０ ３ 万 6,０ ０ ０ 円 で あ り ま す 。 内 訳 は 、 お こ め券 の購 入が

３億 4,６ ２ ７ 万 5,０ ０ ０ 円 、 郵 送 料 が 3,２ ６ ４ 万 9,０ ０ ０ 円 、 発

送 や コ ー ル セ ン タ ー の 委 託料 が 1,０ ０ ９ 万 6,０ ０ ０ 円 、 そ の 他 未

受 領 者 へ の は が き 代 な どが１ 万 7,０ ０ ０ 円 と な っ て お り ま す 。 配



付ま での 流れと いた し まして は、 令和 ４年１ ２月 の議会 での 議決

を経 まし て、令 和５ 年 ２月１ 日か ら３ 月２４ 日の 間に全 世帯 に送

付、 その 後、何 らか の 理由で お受 け取 りにな って おられ ない 方に

対し まし て、お 知ら せ のはが きを 送付 いたし まし て、同 年６ 月末

まで経済戦略課窓口で対面でお渡しを行いました。

当 時の 職員の 人的 負 担等で ござ いま すが、 人役 、業務 時間 等を

数字 でお 示しす るこ と はちょ っと 困難 でござ いま すが、 金券 であ

りま すこ とから 、原 則 、対面 での 受け 取りと なっ ており まし て、

再配 達や その後 の窓 口 配付な どに 時間 や手間 がか かった とい うの

は事 実で ござい ます 。 さらに 、窓 口で の配付 期間 中は、 おこ め券

を厳 重に 保管す るた め 、施錠 可能 な保 管場所 の確 保が必 要で あっ

たこ と、 これは 、経 済 戦略課 のフ ロア とは別 のフ ロアで ござ いま

した 。ま た、窓 口で の お渡し に当 たっ ては、 複数 職員で の本 人確

認や 枚数 確認な ど、 職 員だけ でな く、 市民の 方に も、皆 様に も御

負担をおかけすることになりました。

当 時の 反省点 等で ご ざいま すが 、本 事業に 関し ては、 短期 間で

いかに広く周知するかが課題であったと考えております。

○岡田議長

次 の質 問 も全部 答え てい ただき まし て、概 要が しっ

かり とま た再確 認で き たなと 思い ます 。この おこ め券配 付に 関し

まし ては 、様々 な報 道 で、経 費が かか るとか 、一 部業者 への 利益

誘導 じゃ ないか とか 、 そうい うこ とが 言われ てい ますけ ど、 実際

に実 施を した米 子市 な らでは の対 面で の受け 取り の煩雑 さや 、結

局、 配付 期間が 長く か かった とい うよ うな苦 労話 という のは 全国

の自治体に共有されるべきものではないかと思っております。



こ の事 業に伴 う経 費 は約 6,８ ０ ０ 万 円 、 事 業 費 全 体 の １ 7.４ ％

ぐ ら い だ っ た と 記 憶 し て お り ま す 。で は、こ のこ とを踏 まえ まし

て、 次の 水道料 金の 減 免につ いて 伺い ます。 推奨 事業メ ニュ ーと

して 、水 道料金 の減 免 という もの も追 加をさ れて います 。本 市が

令和 ２年 度に実 施し た 住民税 非課 税世 帯を対 象と する上 水道 料金

支援 事業 の対象 範囲 、 減免内 容、 実施 期間、 事業 費など 、概 要に

ついて説明を求めます。

○岡田議長 下関上下水道局長。

○下 関上 下水道 局長 令和２ 年度 に実 施いた しま したの は、 新型

コロ ナウ イルス 感染 症 対応地 方創 生臨 時交付 金を 活用し た減 免で

ござ います 。対象範 囲と いたし ましては 、住民 税の 非課税世 帯 9,

８ １ ７ 世 帯 に 対 し て 減 免 を し た と こ ろ でござ いま す。令 和３ 年１

月検 針分 及び２ 月検 針 分の基 本料 金部 分につ いて 減免を 行い まし

た。 減免 総額と いた し まして は、 1,８ ２ ８ 万 円 程 度 で ご ざ い ま す。

そ の ほか に、シ ステ ム 改修経 費と いた しまし て２ ６４万 円ほ どか

かっております。

○岡田議長

支 給対 象 がかな り狭 いと いうこ とで 、改修 費用 の割

合が 大き く見え てお り ますが 、全 国的 には、 全給 水先を 対象 にし

た上 水道 の基本 料金 の 減免と いう こと をする 自治 体が増 えて きて

いま す。 本市で 実施 す る場合 の財 政的 、制度 的可 能性、 市民 のメ

リット、実施に伴う課題について伺います。

○岡田議長 下関上下水道局長。

○下 関上 下水道 局長 まずは 、実 施の 可能性 につ いてで ござ いま

すけ れど も、国 の物 価 高騰対 策重 点支 援地方 創生 臨時交 付金 の推



奨事 業メ ニュー には 、 地方公 共団 体が 行う水 道料 金の減 免も 含ま

れて おり ます。 当該 交 付金を 活用 した 水道料 金の 減免は 可能 でご

ざい ます が、物 価高 騰 対策に つき まし ては、 市全 体の中 でそ の政

策効 果等 を踏ま えま し て、実 施に つい て判断 する ことに なる もの

と考えております。

そ れと 、市民 にと っ てのメ リッ トと いうこ とで ござい ます けれ

ども 、水 道料金 の減 免 により まし て、 物価高 騰の 影響を 受け た方、

それ と、 事業者 の方 に とって 、支 援の 一つに なる ものと 考え てお

りま す。 また、 一律 の 減免で ござ いま すれば 、申 請手続 は不 要と

なる、このこともメリットだというふうに考えております。

最 後に 、課題 とい う ことで ござ いま すけれ ども 、水道 局は ２市

１村 に対 して水 道を 供 給して ござ いま す。境 港市 及び日 吉津 村と

の調 整、 こうい った こ とも必 要に なっ てくる と思 ってお りま す。

それ と、 減免の 対象 範 囲です とか 、あ るいは 期間 、こう いっ たよ

うな 検討 も必要 にな る ものと 考え てお ります 。そ して、 使用 者名

義が 家主 である 場合 の 集合住 宅、 これ に対し ての 減免を する 場合、

家主 に対 する減 免で ご ざいま すの で、 入居者 に支 援が行 き届 くよ

うに する ための 方策 、 こうい った もの も検討 する 必要が ある と考

えて おり ます。 また 、 水道事 業会 計が 一時的 に減 収とな りま すの

で、 その 期間の 資金 繰 り、こ うい った ような 検討 も、対 応も 必要

にな って くるも のと 考 えてお りま す。 そして 、シ ステム 改修 に一

定の時間を要すること、そういったようなことがございます。

○岡田議長

シ ステ ム 改修に 時間 がか かると いう ことで すが 、減

免の 実施 までの 期間 は どれく らい と見 込めま すで しょう か、 過去



の実績でもよろしいですし、今後の見込みでもいいですが。

○岡田議長 下関上下水道局長。

○下 関上 下水道 局長 その実 施に 伴う 準備期 間と いうこ とで ござ

いま すけ れども 、先 ほ ど言い まし た令 和２年 度に 実施し た際 は、

約３ か月 を要し てお り ます。 また 、今 回、そ の減 免をす ると いう

よう な場 合には 、最 短 でも４ か月 程度 かかる ので はない かと 考え

ております。

○岡田議長

ま あま あ かかる なと いう ような 印象 です。 上水 道の

基本 料金 減免は 、従 来 、支援 が届 きに くかっ た住 民税非 課税 など

に該 当し ない単 身世 帯 では恩 恵を 感じ やすい 一方 で、水 道使 用量

の多 い子 育て世 帯な ど では、 基本 料金 減免の 効果 は限定 的で はな

いか と思 います 。従 量 料金も 含め た減 免制度 とい うのは 制度 上可

能でしょうか。事業者への支援も含めて、お答えください。

○岡田議長 下関上下水道局長。

○下 関上 下水道 局長 従量料 金も 含め た水道 料金 の減免 は、 制度

的に は可 能と考 えて お ります 。し かし 、従量 料金 を含め た減 免と

いた しま すと、 シス テ ム改修 にさ らな る時間 とコ ストが かか ると

いう こと になり ます 。 また、 支援 の公 平性の 観点 から、 基本 料金

部分 の減 免が適 切で は ないの かと いう ふうに は考 えては おる とこ

ろで ござ います 。他 の 自治体 の例 も、 基本料 金部 分を減 免す ると

ころが多いというふうに認識をしております。

ま た、 事業者 の減 免 につい てで ござ います けれ ども、 制度 とし

ては 事業 者は除 外さ れ てはお りま せん で、対 象と するこ とが でき

るものと考えております。



○岡田議長

そ の従 量 料金も 含め た減 免はで きな いこと はな いけ

ど、 ハー ドルが 高い 。 事業者 の支 援も できる とい うこと を理 解し

ました。

今 回取 り上げ た２ つ の事業 は、 市民 が特に 申請 などの 手続 をし

なく ても 受け取 れる 、 いわゆ るプ ッシ ュ型の 支援 となり ます 。物

価高 騰は 大半の 市民 に 降りか かっ てく ること です ので、 市民 にあ

まね く行 き渡る とい う 観点か らは 、金 券配付 と水 道料金 減免 に優

位性 があ ると考 えて お ります 。水 道料 金の減 免は 、迅速 かつ 低コ

スト で実 施でき る可 能 性が高 いで す。 おこめ 券の 場合は 、手 数料

とし て特 定の団 体へ の 利益誘 導に なる とか、 使え る店舗 が限 られ

るな どの 問題点 があ り ます。 私、 独自 でＳＮ Ｓな どを通 して 市民

への アン ケート をし た ところ 、水 道料 金減免 のほ うがお こめ 券よ

り希 望者 が多い とい う 結果で した 。会 う人ご とに 、水道 料金 の減

免が いい か、お こめ 券 がいい かと いう ふうに 聞い てみた んで すが、

お米 不足 によっ て、 先 々まで のお 米の 確保を して いるん だと いう

方も おら れて、 この 辺 りの地 域で は、 農家か ら直 接お米 を購 入し

たり とい うこと もあ り ますの で、 おこ め券よ りも 、より 汎用 性の

高い 金券 という もの が 選択肢 に入 って くると 思い ます。 閣議 決定

の内 容に よりま すと 、 両方実 施と いう ことも 可能 のよう です 。こ

うい った 国によ る給 付 という のは 、物 価高の 折、 市民に とっ ては

あり がた い措置 です が 、地方 自治 体の 首長か らは 、国が 決め て、

事務 を自 治体に やら せ るとい う国 の姿 勢に、 国の 下請で はな いと

いう 声も 上がっ てい ま す。さ らに 、大 阪府の 交野 市長や 兵庫 県の

箕面 市長 がおこ め券 を 配付し ない とい う宣言 もさ れてい ます 。伊



木市 長に おかれ まし て も、今 の時 点で 何かこ うい った措 置に 思う

ところがあれば、お聞かせいただきたいと思います。

○岡田議長 伊木市長。

○伊 木市 長 こ の物 価 高対策 につ きま しては 、国 のほう の大 まか

な指 針が 示され たと こ ろでご ざい まし て、お こめ 券はそ の推 奨メ

ニュ ーに 入って ると い うとこ ろで ござ います 。た だ、大 臣な どの

答弁 を聞 いてお りま す と、必 ずし もそ れは地 方自 治体に お仕 着せ

るよ うな もので はな く 、最終 的に は地 方自治 体の 考え方 の中 で意

思決 定し てよい とい う もので ある とい うこと も認 識をし てる とこ

でございます。

幸 いと 言うべ きな の かどう か分 かり ません けど 、米子 市に おき

まし ては 、コロ ナ禍 の ところ から 生活 支援対 策、 そして 、そ の後

の物 価高 騰対策 にお い て、あ りと あら ゆる手 段を 講じて きま した

ので 、そ のそれ ぞれ の やった 当時 の、 先ほど はお こめ券 に関 して、

ある いは 水道料 金に 関 してそ れぞ れ答 弁させ てい ただき まし たが、

メリ ット とデメ リッ ト をよく 把握 して おりま す。 そうし た意 味で

は、 どの メリッ トを し っかり 取っ てい くべき なの か、そ の際 には、

どの デメ リット もの ま なけれ ばい けな いとい うこ ともあ る。 それ

を踏 まえ た上で 、今 ま さに議 論を して いると こで ござい ます けれ

ども 、議 員の皆 様に も 御相談 申し 上げ 、最終 的な 意思決 定を して

いきたいというふうに考えております。

あ らか じめ申 し上 げ ておき たい のは 、繰り 返し になり ます けど

も、 どの 手段を 取っ て も必ず メリ ット とデメ リッ トの両 方が ある

とい うこ とであ りま し て、一 つの 手段 の中で 全て を賄え るよ うな

やり 方は ないと いう こ とをお 知り おき いただ きな がら、 皆さ んの



ほう でも 御意見 があ り ました ら、 今の うちで すけ れども 、御 用意

いた だけ ればあ りが た いとい うふ うに 思って おり ます。 以上 です。

○岡田議長

本 当に 市 長おっ しゃ ると おりで 、い ろいろ な手 段を

やっ てき たとい うこ と で、本 当に 米子 市がこ の事 業に関 しま して

先行 自治 体であ るな と いうふ うに 感じ ており ます 。市民 の声 をし

っか りと 聞いて いた だ くとい うこ とで 、大変 頼も しく思 って おる

ところです。

ち ょっ と時間 があ り ますの で、 少し 私見を 話さ せてい ただ きま

すと 、高 市首相 の言 わ れる積 極財 政に つきま して は、国 民の 多く

から 支持 をされ てい る 一方で 、市 中の お金の 量が 増える こと から、

さら なる 物価高 騰を 招 くおそ れも あり ます。 また 、財源 とし て国

債を 多く 発行す るこ と で、円 の価 値そ のもの を下 げるこ とに なれ

ば、 円安 による 物価 高 騰や住 宅ロ ーン 金利の 上昇 も追い 打ち をか

ける こと になり ます 。 今回の 重点 交付 金も、 そう いった 矛盾 をは

らん だ政 策です ので 、 手放し では 喜べ ないと 感じ ていま す。 ただ、

物価 高騰 が市民 生活 を 直撃す る中 、交 付され るも のを使 わな いと

いう 選択 ができ ない と いうこ とも 明白 であり ます 。だか らこ そ、

これ まで のポイ ント 還 元など 、消 費し たらお 得が ありま すよ とい

う事 業者 支援の 色合 い が強く 、特 定の 市民に 利益 がある もの から、

市民 生活 を直接 下支 え する支 援へ 転換 し、生 活基 盤を守 る施 策へ

と発 展さ せてい く必 要 があり ます 。市 長が言 われ るよう に、 様々

な支 援の 組合せ とい う ものが その ため に有効 にな ってく ると 思い

ます ので 、本市 が地 域 の実情 に即 した 実効性 のあ る交付 金活 用を

行いますよう強く求めまして、私の質問を終わります。



○岡田議長 以上で本日の日程は終了いたしました。

お 諮り いたし ます 。 本日は これ をも って散 会し 、明５ 日午 前１

０時 から 会議を 開き た いと思 いま す。 これに 御異 議あり ませ んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。

本日はこれをもって散会いたします。

午後４時１２分 散会


